
議案第１８号

協議項目１０ 「一般職の職員の身分の取扱いに

関すること」

「 」 、協議項目１０ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること について

次のとおり定める。

平成１５年７月１０日提出

前橋広域市町村合併協議会

会長 萩 原 弥惣治

一般職の職員の身分の取扱い

大胡町、宮城村及び粕川村の一般職の職員は、すべて前橋市の職員とし

て引き継ぐものとする。

なお、職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、前橋市の職

員と不均衡が生じないよう公正に取り扱うものとする。



議案第１８号参考資料 協議項目１０ 「一般職の職員の身分の取扱いに関すること」

１ 職員数

前橋市 大胡町 宮城村 粕川村

（１）実職員数 （１）実職員数 （１）実職員数 （１）実職員数
市長部局 １，４９３人 町長部局 ７１人 村長部局 ６４人 村長部局 １１１人
（一般部局 １，４１１人）
（大学 ８２人）
議会事務局 １３人 議会事務局 ３人 議会事務局 １人 議会事務局 ２人
選管事務局 ６人 選管事務局 ３人（兼務） 選管事務局 ２人（兼務） 選管事務局 ３人（兼務）
監査事務局 ９人 監査事務局 １人（兼務） 監査事務局 １人（兼務） 監査事務局 ２人（兼務）
農委事務局 １５人 農委事務局 ３人（兼務１） 農委事務局 ２人（兼務） 農委事務局 ３人（兼務１）
教委事務局 ５０３人 教委事務局 ４３人 教委事務局 １７人 教委事務局 １７人
公営企業 １９９人 公営企業 ５人 公営企業 ４人 公営企業 ５人
合計 ２，２３８人 合計 １２９人（兼務５） 合計 ９１人（兼務５） 合計 １４３人（兼務６）

（２）条例定数 （２）条例定数 （２）条例定数 （２）条例定数
市長部局 １，４９７人 町長部局 ７３人 村長部局 ６６人 村長部局 １１８人
（一般部局 １，４１２人）
（大学 ８５人）
議会事務局 １７人 議会事務局 ３人（兼務２） 議会事務局 ２人（兼務） 議会事務局 ２人
選管事務局 ８人 選管事務局 ７８人 兼務７７ 選管事務局 ２人（兼務） 選管事務局 ３人（ ）
監査事務局 １０人 監査事務局 １人（兼務） 監査事務局 １人（兼務） 監査事務局 ２人
農委事務局 ２４人 農委事務局 ３人（兼務１） 農委事務局 ２人（兼務） 農委事務局 ２人
教委事務局 ５５１人 教委事務局 ４３人（兼務１） 教委事務局 ２０人 教委事務局 ２３人
公営企業 ２５２人 公営企業 ５人 公営企業 ４人
合計 ２，３５９人 合計 ２０６人(兼務８２) 合計 ９７人（兼務７） 合計 １５０人

※実職員数は、平成１５年４月１日現在の職員数。
※実職員数には、公益法人への派遣職員、休職・育児休業中の職員等を含み、農業共済に派遣されている職員を含まない。



議案第１８号参考資料

２ 職員の職の設置

前橋市 大胡町 宮城村 粕川村

前橋市職員の名称及び職名に関す 大胡町職員の職の設置に関する規 宮城村職員の職の設置に関する規 粕川村職員の職の設置に関する規
る規則（関係部分抜粋） 則（関係部分抜粋） 則（関係部分抜粋） 則（関係部分抜粋）
（職員の職名） （吏員の職） （吏員の職） （職員の職）

第３条 職員の職名は、特に法令 第３条 この町に吏員の職として 第３条 法令に特別の定めがある 第３条 法令に定めるものを除く
で定めるもののほか、別表第１ 次の職を置く。 ものを除くほか、吏員の職は、 ほか職員の職は、次の表の上欄
及び別表第２までに掲げるとお （その他の職員） 次のとおりとする。 に掲げる区分に従い同表中欄に
りとする。 第６条 この町にその他の職員と （吏員以外の常勤の職員の職） 掲げるとおりとし、その職務内

して、次の職を置く。 第４条 吏員以外の常勤の職員の 容は当該下欄に定めるとおりと
職は、次のとおりとする。 する。

・事務（技術）吏員
部長 室長 事務所長 事務局長 ・吏員 ・吏員 ・吏員、 、 、 、
副収入役、参事、課長、室長、副 課長、課長補佐、係長、主査、主 課長、事務局長、補佐、係長、主 課長、課長補佐、係長、主査、主
参事、課長補佐、室長補佐、支所 任、主事 査、主任、主事、保健師、栄養士 任、主事、技師
長、主幹、係長、室長、所長、館
長、場長、園長、副主幹、保健師
長、看護師長、主査、主任、主任

、 、 、保育士 主任保健師 主任栄養士
主任看護師、主任理学療法士、主
事、技師、保育士、保健師、栄養
士、看護師、理学療法士、工事検
査員

・業務吏員 ・その他の職員 ・その他の職員 ・その他の職員
技士長、主任自動車運転技士、主 主事補、保健師、運転手、公仕 主事補、自動車運転技手、調理技 主事補、技師補、自動車運転手、
任電話交換技士、主任機械操作技 手、用務員（公使） 工夫、公仕、調理員
士、主任ボイラー技士、主任清掃
技士、主任調理技士、主任土木技
、 、 、士 主任公園技士 主任用務技士

自動車運転技士、電話交換技士、
機械操作技士、ボイラー技士、清
掃技士、調理技士、土木技士、公
園技士、用務技士

・嘱託員
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３ 職員の給与について

前橋市 大胡町 宮城村 粕川村

前橋市一般職の職員の給与に関す 大胡町職員の給与に関する条例 宮城村職員の給与に関する条例 粕川村職員の給与に関する条例
る条例（関係部分抜粋） （関係部分抜粋） （関係部分抜粋） （関係部分抜粋）
（給料） （給料） （給料） （給料）

第２条 給料は、前橋市職員の勤 第２条 給料は、大胡町職員の勤 第２条 給料は、宮城村職員の勤 第２条 給料は粕川村職員の勤務
務時間、休暇等に関する条例第 務時間、休暇等に関する条例第 務時間、休暇等に関する条例第 時間、休暇等に関する条例第８
８条に規定する正規の勤務時間 ８条第１項に規定する正規の勤 ８条第１項に規定する正規の勤 条第１項に規定する正規の勤務
による勤務に対する報酬であっ 務時間による勤務に対する報酬 務時間による勤務に対する報酬 時間による勤務に対する報酬で
て、この条例に定める管理職手 であって、この条例に定める管 であって、この条例に定める管 あって、この条例に定める管理
当 初任給調整手当 扶養手当 理職手当 扶養手当 通勤手当 理職手当、特別調整額、扶養手 職手当、扶養手当、住居手当、、 、 、 、 、 、
住居手当、通勤手当、特殊勤務 住居手当、特殊勤務手当、時間 当、住居手当、通勤手当、超過 通勤手当、特殊勤務手当、時間
手当、時間外勤務手当、休日勤 外勤務手当、休日勤務手当、夜 勤務手当、休日給、夜勤手当、 外勤務手当、夜間勤務手当、休
務手当、夜間勤務手当、宿日直 間勤務手当、宿日直手当、管理 宿日直手当、管理職員特別勤務 日勤務手当、宿日直手当、管理
手当、管理職員特別勤務手当、 職員特別勤務手当、期末手当、 手当、期末手当、勤勉手当、特 職員特別勤務手当、期末手当及
期末手当、勤勉手当、特地勤務 勤勉手当及び災害派遣手当を除 殊勤務手当、寒冷地手当を除い び勤勉手当を除いたものとす
手当、へき地手当及び寒冷地手 いたものとする。 たものとする。 る。
当を除いたものとする。

２ 宿舎、食事、制服その他生活 ２ 宿舎、食事、制服その他生活 ２ 宿舎、食事、制服その他生活 ２ 宿舎、食事、制服その他生活
に必要な施設の全部又は一部が に必要な施設等の全部又は一部 に必要な施設等の全部又は一部 に必要な施設等の全部又は一部
職員に支給され、又は貸与され が職員に支給される場合におい が職員に支給される場合におい が職員に支給される場合におい
る場合においては、別に条例で ては、別に条例で定めるところ ては、条例の定めるところによ ては、条例で定めるところによ
定めてその相当額をその職員の により、その相当額をその職員 り、その相当額をその職員の給 り、その相当額をその職員の給
給料から控除することができ の給料から控除する。 料から控除する。 料から控除する。
る。



議案第１８号参考資料

３ 職員の給与について（その２）

前橋市 大胡町 宮城村 粕川村

（給料表の種類及び適用範囲） （給料表） （給料表） （給料表）
第３条 給料表の種類は、次に掲 第３条 給料表は、別表第１のと 第３条 給料表は、別表のとおり 第３条 給料表は、別表のとおり
げるとおりとし、各給料表の適 おりとする。 とする。 とする。
用範囲は、それぞれ当該給料表 別表第１ 行政職給料表 省略 （別表（行政職給料表）省略） （別表（行政職給料表）省略）（ （ ） ）
の定めるところによる。 （職務の級） ２ 前項の給料表は、第２２条に ２ 前項の給料表は、第２２条及
( ) 行政職給料表 別表第１ 第４条 職員の職務は、その職務 規定する職員以外のすべての職 び附則第４項に規定する職員以1
( ) 教育職給料表 別表第２ の複雑、困難及びその責任の度 員に適用するものとする。 外のすべての職員に適用するも2
( ) 指定職給料表 別表第３ に基づきこれを前条の給料表に ３ 職員の職務は、その複雑、困 のとする。3
別表第１から別表第３まで省略 定める職務の級に分類するもの 難及びその責任の度に基き、こ （職務の級）（ ）

「 」 、 、２ 前項の給料表(以下 給料表 とし、その分類の基準となるべ れを給料表に定める職務の級に 第４条 職員の職務は その複雑
という。)は、非常勤の職員及 き標準的な職務の内容は、町長 分類するものとし、その分類の 困難及び責任の度に基づきこれ
び臨時に雇用される定数外の職 が規則で定める。 基準となるべき標準的な職務の を給料表に定める職務の級に分
員以外のすべての職員に適用す ２ 町長は、前項の規定に基づく 内容は村長が定める。 類するものとし、その分類の基
るものとする。 分類の基準に適合するように、 ４ 任命権者は職員の職を前項の 準となるべき標準的な職務の内

３ 職員の職務は、その複雑、困 かつ、予算の範囲内で、職務の 規定に基く分類に従い、いずれ 容は村長が規則で定める。
難及び責任の度合に基づきこれ 級の定数を設定し、又は改定す かの職務の級に決定しなければ ２ 村長は、前項の規定に基づく
を給料表に定める職務の級に分 ることができる。 ならない。 分類の基準に適合するように、
類するものとし、その分類の基 ３ 職員の職務の級は、前項の職 かつ、予算の範囲内で職務の級
準となるべき標準的な職務の内 務の級ごとの定数の範囲内で、 の定数を設定し、又は改定する
容は、市規則で定める。 かつ 規則で定める基準に従い ことができる。、 、

任命権者が決定する。 ３ 職員の職務の級は、前項の職
務の級ごとに定数の範囲内でか
つ、村長が規則で定める基準に
したがい任命権者が決定する。
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３ 職員の給与について（その３）

前橋市 大胡町 宮城村 粕川村

前橋市職員の初任給、昇格、昇給 職員の初任給、昇格、昇給等の基 職員の初任給、昇格、昇給等の基 粕川村職員の初任給、昇格、昇給
等の基準に関する規則（関係部分 準に関する規則（関係部分抜粋） 準に関する規則（関係部分抜粋） 等の基準に関する規則（関係部分
抜粋）別表第１ 別表第１ 別表第１ 抜粋）別表第１

１級 主事、技師等 １級 主事補 １級 主事補 １級 主事補
現業 現業 現業 現業

２級 主事、技師等 ２級 主事 ２級 主事 ２級 主事
現業 現業 現業 現業

３級 主任 ３級 主任 ３級 主任 ３級 主任
現業 現業 現業 現業

４級 主任 ４級 主査 ４級 係長、主査 ４級 係長、主査
現業 現業 現業 現業

５級 係長、副主幹、主査 ５級 係長、主査 ５級 課長補佐、係長 ５級 課長補佐、係長
現業 現業 現業 現業

６級 課長補佐、係長、主査 ６級 課長補佐、係長 ６級 課長、課長補佐 ６級 課長、課長補佐
７級 課長、課長補佐 ７級 課長、課長補佐 ７級 課長 ７級 課長
８級 課長 ８級 課長 ８級 課長 ８級 課長
９級 部長

※職名については、代表的なものを記載。
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４ 先進地事例

つくば市 福山市 呉市 新発田市

茎崎町、築南地方広域行政事務 新市町の定数内の職員は、すべ (1) 下蒲刈町の一般職の職員は、 豊浦町の定数内の職員は、すべ
組合及び築南水道企業団の一般職 て現員現給で福山市の職員として すべて呉市の職員として引き継 て新市の職員として引き継ぐ。
の職員は、すべてつくば市の一般 引き継ぐものとする。その取扱い ぐものとする。 職員の任免、給与その他の身分
職の職員として引き継ぐものとす についての細目は、福山市及び新 (2) 職員の任免、給与その他身分 の取扱いについては、新発田市の
る。なお、職員の給与、任用、配 市町の長が別に協議して定める。 の取扱いについては、呉市の職 職員と不均衡が生じないよう公正

、 、置その他の身分の取扱い等細目に 員と不均衡が生じないよう公正 に取り扱うものとし その細目は
ついては、両市町の長が別に協議 に取り扱うものとする。 両市長の長が別に協議して定め
して定める。 る。

５ 財政効果

職員数等 １０年間の経費（総人件費） 財政効果 備考

①合併後も合併前と同数の職員数の場合 １５３，２９７，０００千円

②合併後１０年間で３０人を調整する場合 １５２，１５１，０００千円 １，１４６，０００千円 ①－②

③合併後５年間で３０人を調整する場合 １５１，６２９，０００千円 １，６６８，０００千円 ①－③

※総人件費とは、給与、共済費の合計である。ただし、給与には退職手当は含まない。
※合併後の一般職員を人口規模、定員モデル等より算出し、約３０人の削減が適正であると推計。
※一般職員とは、普通会計に計上される職員で教育公務員（学校以外の教育関係の教育公務員を除く ）と臨時職員を除いた職員である。。
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一般職の職員の身分の取扱いに関する法令

市町村の合併の特例に関する法律
（職員の身分取扱い）

第９条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にそ
の職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職
員としての身分を保有するように措置しなければならない。
２ 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、
職員の全てに通じて公正に処理しなければならない。

地方自治法
第１７２条 前１１条に定める者を除く外、普通地方公共団体に吏員そ
の他の職員を置く。
２ 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
３ 第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時又は非常
勤の職については、この限りでない。
４ 第１項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務
条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益
の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、
地方公務員法の定めるところによる。

第１７３条 前条第１項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。
２ 事務吏員は、上司の命を受け、事務を掌る。
３ 技術吏員は、上司の命を受け、技術を掌る。

地方公務員法
（一般職に属する地方公務員および特別職に属する地方公務員）

第３条 地方公務員の職は、一般職と特別職に分ける。
２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
３ 特別職は、左に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは
同意によることを必要とする職
一の二 地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職
一の三 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関
に定める規程により、設けられた委員及び委員会（審議会その他こ
れに準ずるものを含む ）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの。

三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に
準ずる者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の
秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職

（分限及び懲戒の基準）
第２７条 全ての職員の分限及び懲戒については、公正でなければならな
い。
２ 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反し
て、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由に
よる場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める
事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
３ 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受
けることがない。

（降任、免職、休暇等）
第２８条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反
して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務成績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない
場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じ
た場合

２ 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこ
れを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
３ 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果は、法
律に特別の定かある場合を除く外、条例で定めなければならない。
４ 職員は、第１６条各号（第３号を除く ）の一に該当するに至ったとき。
は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。


